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平成30年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その５ 

平成30年12月３日（月） 

                                           

（午後１時30分 再開） 

○副議長（辻本 勉君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番４、14番 岡君。 

〔14番（岡 弘悟君）登壇〕 

○14番（岡 弘悟君）皆さん、こんにちは。 

 ちょっとわがままを言わせていただきまし

て、一般質問をさせていただきます。 

 大項目で二つだけなんですけども、基本的

にはもうごくごく自分が思っていたことを今

後引き続いて考えていただければなというこ

とで、きょうお答えをいただこうとは思って

いないので、また来年改選になりますので、

そのときにまた新しい議員さんにも考えてい

ただければなと思っておりますので、その一

つの投げかけた礎になればいいかなと思って、

２項目、一般質問をさせていただきます。 

 まず、一点目、小・中学校区選択地域の選

定をということで、新しい住宅地や新しい道

路などができることにより、指定校区内の

小・中学校に通学するよりも校区外の学校が

近くて便利という地域が市内でいくつか存在

しています。 

 もちろん、通学路の安全性や、その他、地

域性などを考慮した上で選択すべき問題であ

ると思いますが、それらをクリアしている地

域の保護者、生徒は、校区内の学校か近い校

区外の学校かを選択できるようにするべきだ

と感じます。 

 現在、市内に数箇所でこの選択制は導入さ

れていますが、まだ導入が必要な地域が存在

しています。よって、以下質問いたします。 

 小項目の１番、現在、選択制を導入してい

る地域はどこなのでしょうか。そして、どの

ような理由と経過で選択制になったのかをお

教えください。 

 小項目の２番、現在、当局として選択制の

必要性があると考える地域はあるのか。もし

あるならば、今後の対応はどのように考えて

おられるのか、お教えください。 

 小項目の３番です。選択性が必要と認識し

ている地域であるならば、地区と学校、保護

者での検討が必要だと思いますが、現在、そ

の取り組みはなされているのか、お教えくだ

さい。 

 次に、大項目の２番、自分自身はきょうは

これを中心に話をしたいなと思っているんで

すけども、障がい者職業能力開発校の設置要

望と障がい者就労についてです。 

 障がい者職業能力開発校をご存じでしょう

か。名前のとおり、職業訓練を主に実施して

いる学校であります。この障がい者職業能力

開発校は全国に19箇所設置され、国立機構営

校が２校、国立県営校が11校、県立県営校が

６校と、主に国と県が主体となって行ってい

る事業ではありますが、県下に設置されるこ

とにより、橋本市で暮らしている障がい者の

方たちにも就労の面で大きな利点があります。 

 もちろん、本市に設置していただきたいと

考えていますが、今はその設置要望に向け、

本市から小さな波を起こし、それを大きな波

に変えていくには、行政、そして我々議会が

一つになり、要望活動を行わなければなりま

せん。 

 障がい者職業能力開発校の設置に向け、本

市から声を上げていきたいと考え、以下、質

問いたします。 

 小項目の１番、障がい者職業能力開発校に

ついて、取り組み内容、就労実績について、
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当局はどのように感じておられるのか、お答

えください。 

 小項目の２番、現在、本市の就労継続支援

Ａ型と就労継続支援Ｂ型の就労の現状とその

取り組みはどのように行っておられるのか、

お教えください。 

 ３番、障がい者の方たちに向けた大規模な

就職説明会などが行われています。その情報

などは障がい者の方たちに発信しておられる

のでしょうか。全ての方が就職できるとは考

えませんが、情報というチャンスは多くの方

が持つべきと考えます。当局の対応はどのよ

うなものなのでしょうか。 

 ４番、障がい者の方たちの就労と今後の取

り組み、そして、障がい者職業能力開発校の

設置の要望に向けて、当局のお力を貸してい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 以上、大項目二つです。どうぞ、前向きな

お答えをよろしくお願いいたします。久しぶ

りなので、緊張しています。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君の質問項

目１、小・中学校区選択地域の選定に対する

答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）何か前段にお話しし

たらよろしいんですけども、もう単刀直入に

お答えさせていただきます。 

 小・中学校区の選択ができる地域の選定を

というご質問にお答えします。 

 小・中学校の校区（通学区域）とは、学校

教育法施行令第５条により、市町村内に学校

が２校以上ある場合に、市町村教育委員会が

就学予定者が就学すべき学校を指定する際、

道路や河川等の地理的状況、地域社会がつく

られてきた長い歴史的経緯や住民感情等、そ

れぞれの地域の実態を踏まえ、あらかじめ設

定した区域をいいます。 

 議員おただしの、本市における選択制を導

入している地域と選択性が導入された理由と

経過についてですが、現在、学校が選択でき

る特別地域に指定されているのは、大字境原

の一部、谷奥深、彦谷、北宿、南宿、清水の

一部、細川の一部、胡麻生、紀見、名古曽の

一部、小田の一部となっております。 

 特別地域が定められた経過については、昭

和または平成の一桁時代にさかのぼることと

なり、不明な部分もありますが、北部開発や

学校の統廃合、廃校などの理由により定めら

れたものと思われます。 

 次に、選択制の必要性があると考えている

地域があるのか、また、地域と学校、保護者

での検討がなされているのかというおただし

について、お答えします。 

 ミニ開発や道路網の整備等によって通学の

利便性に変化が生じた地域があることは把握

しています。それらの地域につきましては、

地域の教育力を大切にしたいという方針のも

と、特別地域を増やすのではなく、地域、保

護者、学校、教育委員会が連携の上、就学指

定校変更により弾力的に運用していきたいと

考えています。 

 それらの地域の就学指定校変更を承諾する

際には、地域、保護者、学校などの意見をい

ただいた上で総合的に判断し、地域のコミュ

ニティを分断することのないよう、慎重に決

定しています。今後も同様に対応してまいり

ます。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君、再質問

ありますか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）どうもありがとうござ

います。 

 ちょっと再質問なんですけども、基本的に、

新たなミニ開発などによって、ここに書かせ

ていただいたように、校区よりも隣の校区の
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ほうが近いよというようなところがちょこち

ょこ出てきています。実際、僕も相談に何回

か乗ったことがあるんですけども、一つの地

域にこだわっているわけではないので、もう

橋本市全体としてお考えいただければ結構で

す。 

 そういったところに関しては、一番よく聞

くのが、地域のお父さんとかお母さん方が、

どちらに相談すればいいのかわからないとい

うのが多いんです。実際、新しいミニ開発で

新しい地域から、別の地域から来られたお父

さんとかお母さん方は、区のシステム自体も

なかなかわかっていない方がいらっしゃるし、

その区その区でどういう方法をとっているか

もわからないので、なかなか区長さんのほう

に相談に行くというのもちょっと難しい状況

もあるみたいで。 

 もちろん、数年たってくれば区の中に溶け

込んで、区長さんとも仲よくなって、区長さ

んともお話する機会も増えてくるとは思うん

ですけども、やはり、来てすぐに子どもの学

校を考えたときに、校区を考えたときに、い

や、近くが近いのに行かれへんのやなという

相談をよく受けるんですけども、それで一番

気になるのは、教育委員会として、そういっ

た事柄を把握する努力をどのようにされてい

るのかというのを再質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○副議長（辻本 勉君）答弁を求めます。 

 教育長。 

○教育長（小林俊治君）まず、ホームページ

に就学という部分で記載といいますか載せさ

せていただいています。あと、いろんな意見

をいただいております。就学指定につきまし

ては、私たちの耳に届く部分と、確かに保護

者自身が内存していて、思っていることも言

えないというところもございます。いわゆる

学区が隣接しているところに新しい開発が行

われて、どちらへ行けばいいのかというふう

な問題も生じてこようと思います。 

 11月過ぎから就学前の健康診断というのを

実施しております。どこの学校へ行ってくだ

さいというはがきも渡させていただいていま

す。特別地域の保護者さんにつきましては、

どちらのほうの学校へ行って健診を受けます

かという電話も入れさせていただいています

ので、周辺でお迷いの方というのがありまし

たら、私たちも積極的に声を聞けるような機

会を設けていきたいと思っていますし、お気

軽に相談いただけたらありがたいなと思って

います。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

それはよくわかるんです。 

 ただ、教育委員会として、そういうところ

を教育委員会として把握して、そして、教育

委員会から働きかけることというのは基本的

にはないんですか。僕はそこを聞きたいんで

す。受ける側の受動的な行動はわかりますよ。

そうじゃなくて、使役的な行動は何かされて

いないんですかというお話をお聞きしたいん

です。 

○副議長（辻本 勉君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）基本的に、学区とい

うものをまず守っていただくというのが教育

委員会のスタンスであります。決められた学

区については守っていただくと。特別地域に

ついてはそれぞれ相談させていただくと。 

 ただ、学区の中でも、議員おただしのとお

り、例えば国道24号を渡らなければならなく

て危険を伴うとか、いろんな場面が出てまい

ります。つい最近もそういうお話を聞かせて

いただいて、おうちの方とも相談させていた

だき、また、地域の方々とも相談させていた

だいて、もう既に、規制的にもう違う学校へ

というか、学区制に従って行っていただいて
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いる方もおりますし、そうでない考えをお持

ちの方については、もう既に行っていただい

ている方にもご了解いただいて、なおかつ地

域の区長さんなり地域の方々にもご了解いた

だくという取り組みはさせていただいていま

す。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 教育委員会も全てのミニ開発を把握してと

いうのは難しいと思うので、その辺はもちろ

んそうなんでしょうけど、ただ、気になるの

は、やはり、区長さんになかなか相談できな

い方がいらっしゃるというのと、やはり、今、

地域がどんどん変わってきている現状があり

ます。例えば、新しい道ができて、実はその

学校、その道を通れば、いや、実は隣の学区

の中学校が近かったりとかいう問題もこれか

ら出てくると思います。 

 ただ、その中でやはり地域性というのは守

っていかなければいけない。もともとのその

学校の学区の中の地域性というのもあります

し、その地域の中で通っておられた方という

のは、実は、僕もそうなんですけど、僕はも

う紀見東中学校に行っていたんですけども、

実際、紀見小学校。 

 ただ、当時は紀見小学校が旧の国道371号沿

いにありましたので、胡麻生もちょうど真ん

中みたいな感じで近かったので紀見小学校の

ほうに来られていたんですけども、柿の木坂

のほうの開発で新たに柿の木坂の上に紀見小

学校ができたときに、やはり胡麻生からやっ

たら城山台が近いということで選択性を導入

されたというのはもう理解できているんです。 

 だから、そういった地域ごとの問題はある

とは思うんですけども、ただ、本当に今、大

規模開発が、先ほどからも議会でも出ていま

したけども、大規模開発ってなかなかもうこ

れから行われない時代になってきました。も

う本当にミニ開発、例えば、昔、工場があっ

たところがもうやめてしまって、住宅会社に

売って10棟ばかりの家が建ったりというのが、

最近はやりというか、多く見かけます。 

 そういったところに関しては、もうちょっ

ときめ細やかに、教育委員会としても、学区

の距離と安全性を配慮して。選択性とは言い

ません。ただ、地域の方のやっぱり意思とい

うのが一番大事なので、そういったことも考

慮しながら校区を決めていただけるというの

が一番大事やと思いますので、もうちょっと

整理していただいて、きっちりとした学区を

出していただければなと思うんですけども、

それについてはいかがでしょうか。 

○副議長（辻本 勉君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）教育委員会としまし

ては、まず、特別地域を新設するということ

は、今、考えておりません。よりも、まず、

特別地域については減少させるほうがいいの

ではないかなと。これは、やはり地域のつな

がりというのを大事にしていきたいというの

が基本方針です。 

 ただ、議員おただしのとおり、矛盾がある

学区制ということについては、これは私たち

も検討して考えていく必要があると思ってい

ますし、これからミニ開発もどんどん出てく

ると思います。それに対応して柔軟な対応で

学区制を考えていきたいと思っています。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 これも時間がかかる問題なので、特にこれ

はもう正直な話、ミニ開発がいつ終わるかと

かいうのもわからないし、実際、二、三軒の

ミニ開発も実際起こってくるし、もちろん、

それが校区内の中心で行われる場合は何の問

題もないんですけども、本当にグレーゾーン

といったところの地域にもしミニ開発があっ

た場合は少し気をつけて。 
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 僕は何もこの両方選択できるだけが全てじ

ゃないと思います。教育長おっしゃるみたい

に、子どもたちがばらばらに選んでしまって

ばらばらに行くというのは、その開発の中で

も、Ａの学校、Ｂの学校というふうになって

も、確かに教育委員会としてはやはり同じ学

校に行ってもらうというのが一番やと思いま

すので、その辺はもう保護者と、その中の地

区とお話をしていただいて、そして、物事を

前に進めていただければなと思います。 

 いいお答えをいただいたので、もう一つ目

の質問はこれで終わります。 

○副議長（辻本 勉君）次に、質問項目２、

障がい者職業能力開発校の設置要望と障がい

者就労に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）障がい者職業

能力開発校の設置要望と障がい者就労につい

てお答えします。 

 一点目の、障がい者職業能力開発校につい

ての取り組み内容等ですが、平成30年度にお

いて本市から堺市にある大阪障がい者職業能

力開発校に３名が通学し、２名が卒業して就

職をしています。本校は障がい者種別に応じ

た職業訓練を行っており、修了生の就職率も

かなり高いと聞いています。 

 障がい者が技術を習得して働くことは社会

参加への大きな課題であると感じており、情

報の収集・発信を中心に、さらなる取り組み

が必要であると考えています。 

 二点目の就労継続支援については、平成30

年９月分のサービス利用状況から、就労継続

支援Ａ型は15施設46名、就労継続支援Ｂ型は

21施設155名の通所となっています。 

 取り組みについては、施設の通所者が就労

した場合は伊都障がい者就業・生活支援セン

ターに登録し、面談を受けた後、事業所を紹

介されています。福祉課においても就職に向

けての進路懇談会に出席し、本人及び保護者、

企業、学校、就業・生活支援センターとの間

で協議を行っています。 

 三点目の就職説明会等の情報発信について

ですが、まず、説明会等の情報があれば、保

健福祉センター内にポスターを掲示し、パン

フレットを総合窓口や福祉課前に備えるとと

もに、広報はしもとや橋本市ホームページで

その案内をしています。 

 橋本・伊都地域自立支援協議会では、障が

い者就労支援セミナーを開催するとともに、

就労支援部会では毎月１回、部会を開催し、

障がい者の求人情報を障がい福祉サービス事

業所に周知しています。また、ハローワーク

においては、和歌山市内で障がい者就労面接

会を開催しています。 

 伊都障がい者就業・生活支援センターは登

録手続きを行っている障がい者に対して、障

がいの種類に応じた就職説明会への参加案内

を行っています。 

 今後の情報発信ですが、福祉課で情報収集

を行い、伊都障がい者就業・生活支援センタ

ーと調整しながら情報を提供していきます。 

 四点目の障がい者の就労と今後の取り組み

ですが、職業相談の充実、障がい者雇用に対

する支援と関係機関のネットワークの利用促

進を図りたいと考えます。 

 障がい者職業能力開発校の設置要望ですが、

職業能力開発促進法第16条第１項及び第２項

により、障がい者職業能力開発校は国及び都

道府県が設置するものとなっていますので、

国・県の動向について調査研究をしたいと考

えています。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君、再質問

ありますか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 
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 済みません、パソコンのデータのほうをモ

ニターに映していただけますか。 

 これ、大阪の障がい者職業能力開発校の公

式サイトです。実は、11月27日にちょっと無

理を言ってお願いして、中を見学させていた

だいたのと、あと、中で説明会のほうを開い

ていただきました。ちょっと自分が恥ずかし

かったのが、自分が一般質問のこの文章を書

いたときには、まだちょっと日程がずれて、

この通告を出す後に自分が視察に行ったもの

ですから、自分の考えとこの能力開発校のレ

ベルの違いに非常に驚きました。 

 基本的には、自分の中では、簡単な作業等

を行って、どういった形で就職できるのかと

かを実践していく場なのかなと思ったんです

けども、ホームページを見てもらっても、実

際このホームページは、そこの学科にあるホ

ームページをつくるデザイン科があるんです

けども、このホームページはその生徒さんが

つくったそうです。 

 例えば、科目の紹介を。僕も授業を何個か

見させてもらって、その科目の紹介で、一つ

します。ここにあるんですけども、ちょっと

字が小さいですけども、まず、ＣＡＤ。わか

りますか、ＣＡＤ。ＣＡＤを使って、さまざ

まな実践を行っております。こういった授業

風景もありますけども、ＣＡＤを使って工作

というか内容をつくったり、もう一般の職業

訓練校とほぼ変わらない内容をやっています。 

 取得可能な資格としては、ワープロ検定、

表計算検定１級から４級、ＣＡＤの利用技術

者試験２級、あと、ＣＡＤのトレース初級と

中級、こういった内容で職業訓練を行ってい

るということでした。 

 もう基本的に、このホームページも見てい

ただいても非常にわかりやすくて、これもも

う中の生徒さんでホームページを毎回こうや

ってつくって更新している。これＷｅｂデザ

イン科ってあるんですけども、例えばですけ

ども、こういった、Ｗｅｂデザイン科で、作

品も見せてもらったんですけども、いろんな

ところに就職されていて、基本的にはパソコ

ン関係の仕事につかれているといったところ。

ちゃんとした、もうほぼ一般企業です。一般

企業の中でもう普通に働いておられる。 

 あと、もう一つびっくりしたのは、今、多

くなってきているというか、昔からそういう

障がいはあったんですけど、なかなかわから

なかった知的障がいに関してもどうしていく

のかという考え方があって、その一つの訓練

として、自分が自分の障がいを会社側にちゃ

んと伝えていく。ちゃんと伝えていく中で、

自分はこういうことを、例えば２人の方から

いっぺんに仕事の件で話をされるとパニック

になってしまう。だから、自分は自分に伝達

する人を決めていただいて、そして、その人

を通じて仕事をさせていただきたいという要

望を、最初からもう確立させて就職面接に臨

む。そういうことによって、自分がその企業

の中でパニックにならないで済むし、あと、

障がいというものも企業にわかっていただく

ように。今まではそれをなかなか自分では言

えなかったんだけども、そうじゃなくて、企

業側にわかってもらうために、それをカリキ

ュラムの中に入れて、自分がどういった障が

いを持って、その障がいを自分自身で理解し

て、自分自身で理解した上で企業にも理解し

ていただくという、そういった取り組みも行

っているそうです。 

 非常に先進的で、自分はすごくびっくりし

たんですけども、ほとんどの方が、基本的に

はやっぱり関西の方が多いそうです。寮があ

りまして、昔は80人ぐらいは寮生活をされた

らしいんですけど、今はもう十数人。今、な

ぜ寮生活が少ないかという話を聞いたら、実

は、びっくりしたんです。ちょっとこれ紙資
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料で申しわけないんですけど、大阪府でここ

を中心にして委託しているんです、いろんな

ところに。障がい者特別委託訓練施設という

て。それがもうここ発信なんです。ここ発信

で委託しているんです。 

 だから、何でそれをしているかというと、

やはり大阪府の中で障がいをお持ちの方とい

うのはなかなか通えなかったり、やはり下宿

しては不安の方もいらっしゃるので、そうい

うのを大阪全体でバックアップするのに、や

っぱり南の端にあるので、北のほうにもそう

いった形で障がい者の方の訓練ができるよう

に、ここが中心になって委託をして、十何箇

所あるのかな、すごいですよ。その中でもう

自分のその障がいの度合いに応じたところを

選んで、そこに通われている。それだけで150

名近くの方がこの委託の先では就労支援を受

けておられるということです。 

 あと、ここの学校は、正直な話、100名です。

生徒の数は100名ぐらいかな。今年も100名募

集、大体かけて、ご辞退された方が３人か４

人。テストがあるんですけども、そのテスト

を合格されても、やはり体の不調だとか不安

だったりとかいうことで、毎年何名かの方は

辞退されるというお話はされていました。 

 ただ、場所をいろいろホームページで調べ

たんですけども、やはりこういった学校があ

るのが大規模な都市に多いんですけども、僕

もその理由も聞いてまいりました。大きな都

市やからこういう学校が、特に大阪はあれ国

立府営なんですけども、国がつくってくれた

んですかと聞いたら、いや、違いますという

話なんです。 

 僕もこれ誤解やったんですけども、実は、

もともと戦後すぐに、昭和14年に大阪の、も

ともと、戦争に行かれた方が帰ってきたとき

に、けがをされた方に就職の職業を訓練する

のに、義肢の修理等の、いわば訓練校があっ

たと。そういえば、そういうのが大都市では

あったんですけども、それが昭和23年に施設

自体が労働省に移管されて、労働省の委託事

業として大阪府が運営することになったらし

です。 

 もう基本的には、だから、もともと障がい

のある方に対して、そういった考え、就職と

かそういう職業をどうにかやっていく礎にな

るためのものを、その都道府県が責任を持っ

てやっていこうよと思ったところに、自分た

ちがつくったところ、最終的に国に移管され

たというだけのことなんです。だから、何も

国がここにつくれ、ここにつくれ、ここにつ

くれと言うたわけではないんです。だから、

そもそもあったところに、いろんな各地にあ

ったところに、それがつくられたということ

らしいです。 

 県立県営もあるんですけども、それはちょ

っと経緯がわからないらしいです。もしかし

たら県が、そういうのも必要やということで

県立県営で後からつくられたというのがほと

んどではないかというお答えをいただきまし

た。 

 どちらにしても、そういう障がいをお持ち

の方に対して先進的な都道府県が、先進的と

いうか人数も多かったんでしょうね。そうい

う、当時の戦争のときのそういった職業訓練

校から始まっているのがほとんどやというの

は聞いています。 

 ただ、和歌山県の場合、こういった、県立

県営でも国立県営でもありませんので、やは

りそういったものをつくっていきたいなと思

って、今回、一般質問をさせていただいたん

ですけども、ちょっとこれ、説明で長くて申

しわけなかったんですけども、それでちょっ

と再質問をさせていただきますと、気になる

のが、今、お話しいただいて、施設の通所者

の方が就労した場合は、伊都障がい者就業・
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生活支援センターに登録し、面談を受けた後、

事業所を紹介されていると。 

 これは確かにすごくいいことやと思うんで

す、就労支援にとっては。ただ、これって自

分が就労する意欲があるかどうかというのは

もちろんのこと、自分がどういった仕事につ

きたいかというのもある程度わかっていない

と、これってなかなか就労できないんじゃな

いんですか。 

 例えば、僕が言いたいのは、職業能力開発

校というのは、自分がどういった能力があっ

て、さらにその能力を伸ばして、その就職で

きる視野を広げていくという学校なんです。

これは自分の障がいに応じて就職先をあっせ

んしてもらうという、ちょっと、いうたら、

もう一歩踏み込んだ就職支援はできないのか

なと僕は考えているんです。 

 だから、就職の意欲があって、ここにもち

ろん来られる方もいらっしゃいますけども、

でも、就職の意欲があっても、自分が何がで

きるかわからないという方もいらっしゃると

思うんです。その能力をやはり僕は、ここの

言葉を借りれば、能力を開発してあげるとい

うのか、そういった取り組みというのが非常

に僕は大切やと思うんです。 

 そして、次に行かせてもらいますけど、就

労支援のＡ型とＢ型、これはちょっと僕も誤

解していまして、向こうで聞いたら、就労支

援Ａ型もＢ型も、基本的にこちらで就職して

いるのはもうほぼ民間ですと。就労継続支援

Ａ型とＢ型の福祉関係ではなくて、もう基本

的には民間の一般企業に就職されていますと

いうことでした。 

 だから、なおさら気になったのは、入学試

験の面接において、どういったテストをして、

どういった基準でその100名の方を選定され

ているのかと聞くと、もう基本は就労意欲だ

けですと。障がいの度合いは一切問いません

と。実際、その科に入るのに障がいの度合い

がどうだとか、そんなのは一切ないと。ただ、

続けていけるだけの、面接の内容があって、

その質問に対して、どれだけの就労意欲があ

って、どれだけのやる気があって、あと、ど

ういうことをこれから自分の中で考えている

のかというのも全部聞いた上で、何学科に入

ってもらうかというのを決めると。その中で

就労支援をしていくんやという、聞けば聞く

ほどすごいなと思いながら帰ってきたんです

けども。 

 その中で、本市の、本市というか、わかる

範囲でいいです。和歌山県でもいいです。本

市でもいいです。一般企業に就職される方の

割合というのはわかるんでしょうか。よろし

くお願いします。 

○副議長（辻本 勉君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）今、資料で持

っていますのは、先ほど答弁もありましたよ

うに、Ａ型の施設とＢ型の施設に行かれてい

る方の資料だけですけども、ただ、大阪障が

い者職業能力開発校に、ここ３年ぐらいで橋

本市からも６名の方が行かれていまして、１

名の方が和歌山県庁のほうに行かれています。

あと、３名の方が一般企業のほうに行かれて

います。ちょっと資料としてはそのぐらいの

資料ですが、以上です。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 基本的に、就職先がどうこうというのはあ

まり言いたくないんですけども、やはり障が

いをお持ちの方も情報を得るチャンスは必要

やと思うんです。就職の説明会とか。例えば、

答弁にもいただきましたけども、やはり、僕、

大阪だけにこだわっているわけではないです。

実は和歌山でもあるので。その情報は入って

きていると思うんですけども。大阪で説明を

行われた場合に、本市の場合、大阪は近いの
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で、かなりの数の方がそれを知っている方は

行ってはるんです。僕もちょっと知らなくて

申しわけなかったんですけど、聞いていると、

何々ドームとかあるじゃないですか。ああい

う大きなところで100社ぐらいの企業が寄っ

て、障がい者の方のための就職面談会をする

んですよね。実際あれ、今、今年かな、国の

基準が変わって、50名以上が2.0％から2.2％

に変わったじゃないですか。そういった中で

企業側もやっぱり障がい者の雇用というのを

真剣に考え出している中で、障がい者の方の

ための就職説明会を何度も開いています、実

際。 

 それを、ちょっと僕、数人の方に聞いたん

ですけど、知っている方はいらっしゃいまし

た。ただ、知らない方もたくさんいらっしゃ

った。そういうところ、そういう説明会があ

るのを、結構、知らなかったというお母さん

方、お父さん方もいらっしゃいました。 

 やはり、大阪ばっかりに目を向けるのでは

なくて、もちろん和歌山県下の話でも大阪府

の話でもそうなんですけど、特に本市は、よ

く言うじゃないですか、東の玄関口と。奈良

と大阪に隣接していますよと。それが橋本市

にとっては一番の強みだし利点だと思うんで

す。 

 そういった中でやはり、大阪の情報をもっ

と、大阪、奈良、和歌山のこの三つの情報が

一番集まりやすいし、集めたらその地域の方

が、さっきの学校の選択制の話じゃありませ

んけど、選択できるんです。でも、情報がな

いと、それは選べない。その情報をどういっ

た形でとっていくかというのも、やはり考え

ていかなければいけないと思うんです。 

 実際、大阪の情報を市役所のホームページ

等ではなかなか載せれないとは思うんですけ

ども、ただ、そういったポスター等を掲示す

る場所はどこでもあるし、そういった情報を

やはりいち早く橋本市のそういう、学校には

もしかしたら張っているかもしれないんです

けど、ただ、学校に行っておられない方もい

らっしゃいますので。 

 障がい者の就労については、結構、年齢制

限がなかったりしますので。この職業能力開

発校も実際、年齢制限はないんです。だから、

平均年齢で言うたら、学科によるんですけど、

30歳超えていたり。一番上の方で、もう50歳

後半の方がいらっしゃいました。その方が10

代の子たちと一緒に勉強して。 

 その授業風景、実は写真を撮ったんですけ

ど、やはり生徒さんが写っているということ

で議会ではなかなか使えなかったんですけど

も、なかなか和気あいあいとして、すごく、

パソコンの授業は実際、僕これ、今、パソコ

ンを使っていますけど、僕よりもかなりでき

ていました。僕、全然わからないです。僕、

さっきＷｉ－Ｆｉの接続で悩んでいましたの

で。 

 そういった中で、情報公開もどうしている

のかというと、やはり企業側からの問い合わ

せも多いらしいです、学校側に。逆に発信す

るのではなくて問い合わせも多いと。来てく

ださいというのも多いらしいです。やはり、

それだけの実績もあるし、そういった形で情

報発信もされてるんやなということで。 

 今後、情報ということについて、やはり、

僕、情報がないとチャンスがないと思うんで

す。でも、情報があることによってチャンス

は生まれると思うんですけども、今後その情

報の取り扱いについて、もう少し、大阪、奈

良、もちろん和歌山も含めてなんですけども、

もうちょっと幅広く情報収集をしていただい

て。 

 これ、ただ、橋本市だけの仕事ではないと

思うんです。橋本市だけで考えていけと言っ

ているんじゃなくて、ほんまに和歌山県を含
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めて、やはり、この橋本市全体の話なんやけ

ど、市だけじゃなくて県も含めてそういった

情報の提供も求めていくべきやと思うんです。

もちろん、府とも連携して。奈良県ともです

よ。基本的にそういった連携を深めて、そう

いう情報収集をしていくべきやと思うんです

けども、その点についてはいかがでしょうか。 

○副議長（辻本 勉君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）そう思います。

このご質問をされたときに、ちょっと私も恥

ずかしかったんですけども、この学校の情報

というのがなかなかなかったんです。ないと

いうのは、県のほうが担当部局が労働政策課

ということで、福祉課のほうに情報が流れて

こなかった。こんなんは言いわけにしかなら

ないんですけども。 

 そういう点で今後、答弁にもありましたよ

うに、福祉課がやっぱり障がい者の方の窓口

になりますので、やっぱりそこを中心として

横の情報というのか、それも収集して、協議

会とかもつくっていますので、大阪の情報と

か、近畿圏内の情報については福祉課へ流れ

てくるような、そういうシステムをつくらせ

てもらって、福祉課を中心に情報発信をして

いきたいと考えています。 

 ただ、障がい者の方、手帳を持っている方

とかで人数は把握しているんですけども、ど

うしても就職意欲のある方については登録を

していただいて、その方についてはパンフレ

ットとかいろんな情報は流しているんですけ

ども、登録をもう少し勧奨といいますか、し

ていただいて、情報発信をしていきたいと考

えております。しっかりやっていきます。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 一番気になるのは、登録するまでのもう一

歩を踏み出せない人っておるんですよね。本

当に。僕、そこが一番気になるんです。それ

を、その人たちもやっぱり同じように僕はチ

ャンスを得る権利はあると思うし、もちろん、

チャンスがあることによってその一歩が出る

と思うんです。 

 ただ、それをやはり、でも、行政から、そ

の一歩を踏み出すために、じゃ、どういう手

助けができるのかというたら難しいと思うん

です。だから、僕はこういった学校でその自

信を持ってもらうというのか、本当に支援、

自分がどういう能力があるのかというのをや

はり広げていっていただいて、そして、学校

も支援していただいて、どんどんどんどん。 

 年間でいうたら本当に、大阪府という大き

な中で、委託している学校も入れて300人足ら

ずですよね。実際、通えているのは、１年間

に。ただ、たかが300人かもしれませんけど、

されど300人ですよ。毎年毎年300人近くの方

がやはり就労に向けて。もちろん、１年カリ

キュラムのところだけじゃないので。 

 本当に何百人という方が就労に向けて助か

っているというのは、やはり本市にとっても、

それはもうメリットであるので、やはりこう

いった、国で、僕ちょっとまだきっちり調べ

ていないので、国で基準があると言われてし

まうと、これまた困ったもんやな、県立県営

というふうにして、また県のほうにお願いし

に行かなあかんなと思うとんですけど、とり

あえず国があかんかったら県やしと思うとる

んですけど。橋本市にもちろんつくっていた

だきたいというか、もちろん自分もそう思う

とるんですけど、和歌山県で一つあってもえ

えんちゃうかなと思うんです。 

 だから、もう最後の④に行きますけども、

和歌山県でつくるのに橋本市から、じゃ、や

っていこかと言うたら、話はおかしいんかな

とも思ったんですけども、県のほうで話して

もろたほうがいいんかなとも思ったんですけ

ど、あえて質問させてもらったのは、やはり、
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橋本市も和歌山県の中の市の一つです。和歌

山県に対して、やっぱり県に対して、県の中

でこういった施設が一つでもあれば、それは

正直な話、橋本市の方も助かるし、ほかの方

も、和歌山県下の方だけじゃなくて、近くの

奈良県からも来られるやろうし、いろんな方

が助かると思うんです。 

 さっきも言いましたけど、大阪の中でこの

学校に来られている方は100名なんですよね。

委託されているところを入れても150名。250

名の方が来られているということですよね。

一つ増えたら、同じ規模でできるのであれば、

和歌山県は大阪と同じ規模でできなかったと

しても、例えば150名だったとしても、足した

らもう400名になるんですよ。 

 近畿の中で、じゃ、どう考えていくんやと

いう話まで、僕はしていかなあかんと思う。

最終的にはやっぱり全国的にどうしていかな

あかんのやという話もしていかなあかんと思

う。その一つの、ほんまに小さな波紋やけど、

その波紋を橋本市から、僕は起こしていって

もいいんじゃないかなと。 

 これはすごくしんどい話やと思う。国や県

を巻き込んだ話で、本市からそこに横やりを

突っ込むような話になるのかもしれませんけ

ど、ただ、本当に橋本市から始めて、橋本市

の人、県の人、多くの方、近畿だけじゃなく

て全国の１人でも多くの障がいをお持ちの方

が就労のチャンスを得られる、そして、多く

を学べる学校があるというのは、僕は一つで

も多くあるほうがいいと思います。 

 それが大阪にあるからええやろという話で

はないと思うんです。大阪が何千人もとって

いるというのであれば、それは理解はできま

すけども、100人単位でしか、やっぱりなかか

か規模的にはとれないので、やはり県下にあ

ってもいいかなと思います。 

 それで、我々、きょう初めて一般質問をさ

せていただいたので、なかなか我々議員の中

でもこの学校がどういう学校やというのも知

らない方もいらっしゃると思うし、どういう

取り組みをされているかという話も、やはり

我々議会の中でも今後はまとめていかなあか

んと思うとるんです。 

 実は、11月27日の視察に行かせてもろたと

きに、ほんまを言うと、文教厚生常任委員会

のほうで行ってもらおうかなと思ったんです

けど、なかなか向こうの受け入れ態勢も、僕

もいきなり言いましたので、いきなりお願い

したので、もう１週間足らずの間に行きたい

と言うたら、何人来られますかと聞かれたの

で、僕は、いや、もうとりあえず１人で行か

せてもらいますと言うたら、ああ、それやっ

たら対応可能ですと快く受けていただいたの

で。 

 ただ、近くなので、車で40分ぐらいです。

僕も意外に近いのでびっくりしました。車で

40分ぐらい、電車で１時間ちょっとかかるの

かな、ぐらいで行けるので。そういった中で、

我々議会としても一度、日帰りでも十分見れ

ますので、またお願いして、一度行ってまい

りたいと思います。 

 その中で、行政の皆さまというか、また、

行政としても、やはり同じように設置に向け

て働きかけを、議会からもちろん行いますの

で、行政からも一緒にお願いしていきたい。 

 だから、これに関しては、僕は無理に行政

にまかせて、つくらなあかんやろという話を

しているのではなくて、議会と行政が一丸と

なって、そして、国へお願いして、もちろん

県にもお願いする。国に対して、設置に関し

て何か条項があって無理やというのであれば、

それはもう県にお願いするしかないですよ。

実際、県立県営があるんですから。ないので

あればそんなことは言いませんけど。だから、

県立県営があるんやから、県立県営でもつく
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っていただいたら、僕はいいと思います。 

 どちらにしても、それは全て、市長もよく

おっしゃいますけども、やっぱり全ての人が

最大限の幸福を得られるためにはそれなりの

努力を、やっぱり惜しんではいけないという

ことなので、我々市議会も惜しみませんし、

行政としてもやっぱり、市議会が後押しする

というよりは、市議会の後押しをしていただ

きたい。僕自身はそう考えています。 

 だから、市議会一丸になって、皆さんには

また、同僚議員には説明にまいるし、議会が

率先してもちろん動かせていただきますので、

行政も逆に市議会のほうをバックアップして

いただいて、どんどんどんどん、やれやれと

押していただいたら非常に心強いんですけど

も、市長、いかがでしょうか。 

○副議長（辻本 勉君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）岡議員の質問にお答え

します。 

 大変大事な取り組みかなというふうに思っ

ています。実際、市役所も障がい者を雇用せ

なあかんのは８人となっていますけど、２回

募集しましたけども、誰も来てくれなかった

ということで、市の場合は身体障がい者に限

っていたというところもありまして、私も今、

もう知的の人まで広げなさいという話で、ど

ういう仕事をしてもらうのかというのは、入

ってもらってから、本当にその子に適した仕

事をしてもらったらいいんちゃうかなという

ふうに思いますし、当然、まず、今年は１人

入れたいと思っているんですけども、臨時職

員としての募集も不可欠かなというふうに思

っていまして、まず、役所の中で、今言われ

たように職業訓練みたいなことを臨時職員の

方にやってもらって、その人の能力を見て、

あ、この子は正職にしても大丈夫やなという

ことでやっていかなあかんなというふうに、

今の質問を聞いていて思いました。 

 そういう方向で行きたいと思いますし、本

当に今の障がい者の皆さんにとって、また、

保護者の人にとって、自分は年いってくるけ

ども、子どもが大きくなっていく、どういう

ふうにひとり立ちをさせていったらいいんや

という課題もあることも事実です。 

 これは県であれ国であれ、陳情は私はいく

らでも行きますし、この中で一番大事なのは、

障がい者を持っている保護者の皆さんをいか

に巻き込んでいくか。これはもう市と、また

議会と、やっぱり障がい者団体がもっと声を

上げていって、署名ぐらい集めてもらって、

県に働きかける、国に働きかけるということ

は、大変重要かなと思います。 

 私ども企業誘致を進めている中で、これか

らは障がい者雇用ということも考えていく必

要もあると思いますので、県も企業誘致を進

めていく中で、声をかけながら、県会議員３

人の皆さんにもお願いしながら、市としても

また皆さんの改選が無事に終わりましたら、

そういう時間をとっていくこともできるかな

というふうに思います。 

 まず意見書を上げていただくとか、それぞ

れの議会の中で考えていただいて、行政も、

私も市長会の席上、そういうお話もさせても

らいますし、市長会から近畿市長会へ上げる

ような話もしていきたいと思いますので、引

き続きご協力をお願いしたいと思います。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）どうもありがとうござ

いました。 

 もう市長のお言葉どおり、本当に、やっぱ

りお父さん、お母さんが一番、子どもたちの

ことを心配されています。だからこそやはり、

就労支援というのは僕も大事かなと。本当に、

どんどんどんどん、お父さん、お母さんが年

とっていったら、やっぱり一番心配するのは
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子どものことなので。 

 もちろん、子どもさんだけと違いますけど

も、障がい者をお持ちの方というのは。個人

の方もそうですけども、やはり、自分が今後

どうなっていくのかという不安を少しでも取

り除くためには僕も必要だと思いますので。 

 僕も今、わがまま言うて一般質問をさせて

もらいましたけども、今、議長という立場を

私はいただいていますので、僕も和歌山の議

長会、近畿議長会、それも含めて、橋本市議

会のほうからこういった運動を起こしていき

たいということをお願いを申し上げるつもり

でいてますので、また行政と議会と一つにな

って、またご協力願うように、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 私の一般質問はこれで終わります。 

○副議長（辻本 勉君）14番 岡君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時21分 休憩） 

     

 


